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  このことについて、「再生資源の利用の促進に関する法律」が平成
３年１０月２５日から施行されているところですが、建設副産物の再
生利用を促進するために、別添の「公共建設工事における再生資源活
用実施要領」を定めました。
  ついては、土木部の発注する工事について、当面の運用として平成
６年４月１日からこの要領に基づき事業の適切な執行を図ってくださ
い。
  なお、平成４年３月４日付発管第２２２号で通知した「アスファル
ト・コンクート塊の再生利用に係わる当面の運用について」は廃止し
ます。
                                   　　　　　　　（別添省略）


